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緊急時の学習用端末を使用したオンライン学習の実施について 

 

 日頃より、本市 ICT 教育への御理解と御協力をいただきありがとうございます。 

 真岡市では、緊急時に児童生徒の学習支援のために「オンライン学習」を行うた

め準備を進めていることろです。実施にあたっては、各家庭で下記の内容を御理解

していただくことで、学習用端末を持ち帰り使用できることになります。 

つきましては、内容を御確認いただき、御協力くださいますようお願いいたしま

す。 

 

記 

 

１ 家庭で学習用端末を使用する際のルール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ プリンタの利用について 

・Chromebook 端末は、家庭の ChromeOS 対応プリンタに接続することを許可しま

す。設定方法は、各プリンタメーカーのサイトで御確認ください。 

・Windows 端末は、家庭のプリンタに接続することはできません。 

 

３ Google Meet の背景について 

・Google Meet でカメラ機能を使用する場合、背景に室内の様子が映りこむことが

あります。気になる際は「設定」で背景をぼかすなど変更することが可能です。 

 

４ その他 

・御家庭で学習用端末を使用中に発生した故障・破損等については、速やかに学校

まで御連絡をお願いします。 

・やむを得ず登校できなくなった場合の学習支援につきましては、個別に学校に御

相談ください。 

（１）学校から指示があった学習にのみ使用します。 

（２）学習に関係のないサイトは閲覧しません。 

（３）学習用端末を他の人へ貸したり、使わせたりしません。 

（４）オンライン学習の様子を録画・録音したり、画面を撮影（スクリーンショ

ットを撮る、スマートフォンやデジタルカメラで撮る等）したりすることは

しません。さらに、録画・撮影したものを配布したり、動画投稿サイトや

SNS 等にアップロードしたりすることはしません。 

（５）オンライン学習で知り得た個人情報（氏名、アカウント情報等）を、イン

ターネットや SNS 等に書き込んだり、掲載したりすることはしません。 

（６）オンライン学習で配信される教材や教員が作成した教材は、出版社や学

校・教員の著作物になるため、許可なくデータやコピーしたものを配布・共

有（SNS 等にアップロードする）することはしません。 

（７）故障や破損、紛失等があった場合は、すぐに学校に連絡します。 

（８）上記内容に違反していることが認められた場合には、学習用端末の貸与を

中止することがあります。 

 


